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日本の原風景「文化的景観」2008

■ はじめに

平成17年4月1日に施行された、文化財保護法の一部を改正する法律により、「地域におけ
る人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の
理解のため欠くことのできないもの」（文化財保護法第2条第1項第5号）を「文化的景観」
として、新たに文化財の定義に位置付け、そのうち特に重要なものを 「重要文化的景観」として
選定し、所要の保護措置が講じられることとなりました。
これは、近年の画ー的な土地開発や過疎化等の影響により、昔見たふるさとの風景がその姿を
失うことに対し、そこで生活する人々をはじめ多くの人々が寂しさを覚えるという心の動きが背
景にあると考えます。 時代の変化に伴い、人々が物質的な豊かさから心の豊かさを求めるように
なってきている証であるとも考えられます。
そこで、この魅力ある日本の原風景を地域で護り、次世代へと受け継ぐため、平成18年7月

に全国文化的景観地区連絡協議会が設立されました。

■ 文化的景観とは

棚田・段々畑・牧野・防風林・用材林・ため池・水路など、人々が連綿と続けてきた生活や ー

生業において、地域の風土を活かして作り出してきた景観のうち、地域の人々の生活や生業を
｀

語る上で欠かせないものが文化的景観です。
その中でも景観法に基づく景観計画区域または景観地区に存在し、文化財的な価値が特に高

ものは 「重要文化的景観」として選定され、保護の対象となります。

■ 重要文化的景観の選定基準

ー 地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された次に掲げる景観地のうち我が

国民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので典型的なもの又は独特のもの

(-)水田 ・ 畑地などの農耕に関する景観地

（二）茅野・牧野などの採草 ・ 放牧に関する景観地

（三）用材林・防災林などの森林の利用に関する景観地

（四）養殖いかだ•海苔ひびなどの漁ろうに関する景観地

（五）ため池 ・ 水路 ・ 港などの水の利用に関する景観地

（六）鉱山 ・ 採石場 ・ 工場群などの採掘・製造に関する景観地

（七）道・広場などの流通・往来に関する景観地

（八）垣根・屋敷林などの居住に関する景観地

ヽ ・・＇

ー 前項各号に掲げるものが複合した景観地のうち我が国民の基盤的な生活又は生業の特色を示すもので

典型的なもの又は独特なもの

ー



日木の原風娯 「文化的景観」2008
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はじめに

北海道平取町

s I, 岩手県遠野市

6 I 岩手県ー関市

7 I 群馬県板倉町

埼玉県

千葉県鴨川市

長野県千曲市

富山県小矢部市

富山県南砺市

石川県金沢市

福井県福井市

岐阜県恵那市

岐阜県岐阜市

静岡県浜松市

兵庫県稲美町

高知県梼原町

愛媛県宇和島市

大分県日田市

佐賀県唐津市

長崎県佐世保市

長崎県長崎市

熊本県山都町

熊本県天草市

アイヌの伝統と開拓による沙流）1|流域の文化的景観 2007年7月26日選定

遠野 荒川高原牧場 2008年3月28日選定

ー関本寺の農村景観 2006年7月28日選定

水場の文化的景観

野火止用水

大山千枚田と周囲の里山

女夷捨棚田

砺波平野の散村

砺波平野の散村 宮島杉のある風景

城下町金沢の文化的景観

越前水仙畑

坂折の棚田

長良）1|流域の文化的景観

浜松の楽器 ・バイク製造工場群

滋賀県高島市 高島市海津 ・西浜 ・知内の水辺景観 2008年3月28日選定

滋賀県近江八幡市 近江八幡の水郷 2006年 1月26日選定

京都府宇治市 お茶と歴史のまち宇治の文化的景観（仮称）

大阪府泉佐野市 日根荘の文化的景観

兵庫県朝来市 生野鉱山

稲美のため池群

梼原町における四万十川流域の文化的景観

遊子水荷浦の段畑 2007年7月26日選定

小鹿田焼の里 2008年3月28日選定

蕨野の棚田 2008年5月 16日答申

黒島の信仰と生活景観

外海地区の文化的景観（仮称）

遍潤用水と白糸台地の棚田景観 2008年5月16日答申

崎津の漁村景観と大江の農村景観

全国文化的景観地区連絡協議会とは

2
 



日本の原風扱 「文化的屎観」2008

■文化的景観の位置
1.北海道平取町 16.滋賀県高島市

2.岩手県遠野市 17.滋賀県近江八幡市

3.岩手県ー関市 18.京都府宇治市

4.栃木県宇都宮市 19.大阪府泉佐野市

5.群馬県板倉町 20.兵庫県朝来市

6.埼玉県 21.兵庫県稲美町

7.千葉県鴨川市 22.高知県梼原町

8.長野県千曲市 23.愛媛県宇和島市

9.富山県小矢部市 24.大分県日田市

10.富山県南砺市 25.佐賀県唐津市

11.石川県金沢市 26.長崎県佐世保市

12.福井県福井市 27.長崎県長崎市

13.岐阜県恵那市 28.熊本県山都町

14.岐阜県岐阜市 29.熊本県天草市

15.静岡県浜松市
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日本の原風景「文化的景観」 2008

重要文化的景観

1 :：：二と近代開拓による衝疇il1流域の文化的景観 I 

北海道日高地方、沙流

川流域は古くからアイヌ

民族が生活 し、近現代に

おいてはアイヌ文化に関

る資料 ・情報の収集地と

なり、発信地ともなって

きた特色ある地域性を有

する。平成 19年 7月には

「アイヌ文化の諸要素を現

在に至るまでとどめなが

ら、開拓期以降の農林業

に伴う土地利用がその上

に展開することによって

多文化の重層と しての様

相を示す極めて貴重な文

化的景観」との評価に よ

り重要文化的景観の選定

を受けた。平取町 として

は、保護活用策のさらな

る拡充のため、整備事業

をはじめとする 事業継続

を計画している。今年度

の実施計画としては、啓

発普及（パン フレ ッ トの

配布、見学会、講演会の

実施等）及び博物館敷地

内に復元されているチセ

（家）改築整備を行なう 。

また、合わせて整備計画

の策定と 二次選定に向け

た取り組みを進めていく 。

アイヌの伝統を伝える山野と集落の景観

自然とアイヌの伝統、開拓の営為が織りなす多文化な河川景観

幽

平取町教育委員会文化財課 担当：山岸 ・武田 ・長田

TEL: 01457-2-2892 FAX: 01457-2-2828 

E-Mail : nah@ainu-museum-nibutani.org 
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日本の原風景「文化的景観」2008

重要文化的景観

1 ：二:市「遠野一馴鱈蒻」 I 

荒川高原牧場の放牧風景

平成 19年 7月に申出

を行った ［遠野一荒川高

原牧場」の放牧景観が平

成 20年 3月 28日付け

の官報告示によって国の

重要文化的景観に選定さ

れた。パンフレットの配

布等により周知を図って

いる。 また、荒川高開跨

場の追加申出に係る駒形

神社の調査を行っており、

20年度内に保存計画を策

定して申出を行なう予定。

加えて、平成 20年度から

ニ カ年程度を予定し、文

化的景観「遠野」の第二

段となる「山口集落周辺」

の保存調査に着手してお

り、 『遠野物語』発刊 100

周年となる平成 22年度に

申出する意向である。荒

川高原牧場の具体的活用

計画は現在検討中である。

◆「山口集落」は 『遠

野物語』の成立に深く関
ささき

与 した昔話研究者、佐々木
き ぜん

喜善の生家がある集落で、

物語の舞台、聞き取りを

行った中心的集落。

山口集落の象徴・水車小屋

遠野市教育委員会文化課担当：佐藤

TEL: 0198-62-2340 FAX: 0198-62-5758 

E-Mail : hirohiko@city.tono.iwate.jp 
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日本の原風景「文化的景観」 2008

重要文化的景観

I ：ここ；村景観 I 

平成 l§ 年7月に重要文化

的景観第2号として選定され

た「一関本寺の農村景観」は、
いわいがわ

磐井川流域の河岸段丘に展開

する農村地帯で、特に中世平
ちゅうそんじきょうぞうぺっとうりょう

泉の中尊寺経蔵別当領に関係
ほねでらむらしょっスんいせき

する骨寺村荘園遺跡に起源を

持ち、この地に独特の気候 ・

風土を踏まえた農耕と居住の

在り方を示す貴重な文化的景

観である。

本寺地区では、遺跡・ 景観

の保存 ・活用に配慮した地

域づくりが進められており、

19年度は景観を阻害する大

型廃棄物等の除却作業や田植

え体験 ・稲刈り体験などの農

村の魅力を広く伝えるための

イベントや体験学習活動など

盆実施した。

また、景観保全農地整備事

業の実施に向け国に対し採択

申請を提出した。

「一関本寺の農村景観」は、

平泉の文化遺産の資産のひと

つとして（名称は「骨寺村荘

園遺跡と農村景観」）、平成

20年の世界文化遺産登録を

目指しており、 7月2~10

日にカナダのケベックで開か

れる第 32回世界遺産委員会

において「平泉の文化遺産」

の、登録の可否が決まる。

課題と しては、 ①史跡及び

重要文化的景観としての価値

の保存と活用、②水田を基盤

とする農村集落の維持可能な

地域づくり、 ③景観に配慮し

た各種施設の整備、 ④平泉の

文化遺産や周辺施設の景観整

備と観光及び活用事業の推進

などである。

じけいづか （リこまやま

慈恵塚と里をつなぐ道の途中から眺める本寺地区と栗駒山

地元協議会主催による稲刈り体験

ー関市教育委員会生涯学習文化課 担当：千葉

TEL: 0191-25-6595 FAX: 0191-25-6580 

E-Mail : takashichi@city.ichinoseki.iwate.jp 
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日本の原風景「文化的景観」 2008

1 ::lli::：釦llの叔場籟籍 I 

通り前橋
谷田川に架かる沈下橋

古利根川

利根川東遷により、廃川となったが、現在も県境を画す。

群馬県の最東端に位置し、

南側を利根川、北側を渡良瀬
川に挟まれ・た低湿地域にあ

り、古代から水害常襲地帯で

ある。「水害」を「大水」と

享受してきた歴史の中にあっ

て、先人の知恵が動態保存さ

れている地域である。

文化的景観の調査・保存

計画域は河川域（利根川・

渡良瀬川・渡良瀬遊水地・
やたがわ

谷田川）と自然堤防上に形成

された集落域である。河川域

は、凪履・利根川の締め切
り跡・堰・用水路等が江戸時

代の絵図を紡彿できる状態に

残る。その他に川田（掘上げ

田）やヤナギ山（薪炭林）そ

して沈下橋がある。また利根

川東遷および渡良瀬川の改修

工事によって、廃川となった

堀が、現在は県境を成す。玉|

然堤防上の集落にあっては、

自己防災施設である水防建築

「水塚」の点在が顕著である。

平成 17・18年度に、文化
的景観の保存調査を実施し、

平成 19年度は保存計画の策

定を行った。ところで「水場

（ミズバ）」とは、利根川中流

域における水害常襲地をさす

言葉である。 しかし「水場」

は水からの恩恵に育まれた「

複合生業」の場であり、「内

陸漁村」と称しても良いほど

である。そのような中で、多

くの知恵や文化が生まれ、今

に伝えている。本地域の景観

・歴史・文化を表現するにふ

さわしい言葉であり、先人た

ちに敬意を表し、誇れる言葉

であると考える。

課題としては、景観計画と

の調整と、水文化の生きる町

を「誇れる郷土」と思えるよ

うにするための住民への普及

啓発である。

板倉町教育委員会生涯学習グループ（文化財担当） 担当：宮田

TEL: 0276-82-1111内線 (622) FAX : 0276-80-4004 

E-Mail : miyata@town.itakura.g~jp_ 
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日本の原風景 「文化的景観」 2008

| :：正記K I 
江戸時代初期(1655年）、

野火止台地の開発に伴い生

活用水を確保するため、玉

川上水から分水して野火止

用水が開削された。この用

水沿いには平林寺に代表さ

れる歴史資源、雑木林や屋

敷林、そして農地があり、

独自の景観が形作られてい

る。
にいざ

新座市では、埼玉県指定

史跡である野火止用水と

その一連の複合景観につい

て、文化的景観保存計画を

策定するための調査を平成

1 7 • 18年度に国庫補助を
得て実施し調査報告書を刊

行した。市では引き続き、

野火止用水文化的景観保存

計^画策定委員会を開催し、

有識者の指導のもと保存計

画策定のための調査、検討

を進めている。埼玉県とし

ては、計画策定のための援

助を行っている。

へいリんじ

野火止用水平林寺築堤

平林寺沿いの野火止用水本流

埼玉県教育局市町村支援部生涯学習文化財課 担当： 田中

TEL: 048-830-6987 FAX: 048-830-6915 

E-Mail : a05 l 8393@pref.saitama.lgjp 

8
 



日本の原風景「文化的景観」 2008

1 ;：：こ1：周囲の里山 I 

オーナーが参加しての稲刈り

大山千枚田と周囲の里山
あたごやま

は、千葉県最高峰の愛宕山

（標嵩 408m)の南に位置

している。この地域も含め、
ながさ

長狭平野の南側に東西に連
みねおか

なる嶺岡丘陵一帯は全国で

も有数の地すべり地帯とし

て知られている。この地域
ど は 19いはん

の棚田では、土波で畦畔が

構成され、耕作に必要な水

はすべて天水や湧水のみに

頼る、極めて原初的な形態

が保持されており、そのた

め、水田内や畔などでは、

年間を通して、変化に富ん

だ貴重な生態系が維持され

ている。約 370枚の棚田

が連なる大山千枚田は平威

14年 3月に千葉県の指定

名勝となり、その維持管理

を担う NPO法人大山千枚

田保存会の地道な取り組み

によって、棚田の文化財的

な価値も広く認識されるよ

うになった。保存会の会員

は現在 500名を超え、そ

の7割近くを都市住民が占

めており、 『全国棚田百選』

の中でも最も東京に近い棚

田としての地理的特性が十

分に活かされている。また、

都市と地域の交流も積極的

に図られ、地域の活性化に

おおいに貢献している。

俳句愛好家たちによる吟行会

鴨川市教育委員会生涯学習課文化振興室担当：石川

TEL: 04-7093-3800 FAX: 04-7093-1101 

E-Mail : t_ishikawaO 1 @city.kamogawa.lgjp 

，
 



日本の原風景「文化的景観」 2008

1 ：言由 I 

状況 、

平成 17~19年度に文

化的景観保存計画策定事業

を実施（市教委、国庫補）。

平成 20年 3月に 『女夷捨棚

田の文化的景観保存計画

書』刊行。

平成 18~19年度に千

曲市景観計画策定事業を実

施（市建設部）。平成 20年

9月には市議会で景観条例

改正予定、 10月に景観行
政団体の予定。

0平成 20年度中に煉捨棚
田の重要文化的景観選定の

申出を予定

課題

~•関係地権者の同意
・選定以後の棚田耕作の継

続、そのための財源（補助）

確保

10 

嫉捨棚田からは眼下に市街地、遠く善光寺平や戸隠・志賀高原の山々まで一望できます。

媛捨棚田のオーナー田の田植え。 6月 1日に地元名月会の指導で田植えを行います。

千曲市教育委員会文化課担当：矢島

TEL: 026-275-5180 FAX: 026-275-5183 

E-Mail : bunkazai@city.chikuma.nagano.jp 
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1 ::̀ 戻：；村蒼冨恥ぁる風景 I 

砺波平野の散居村

宮島杉のある風景

小矢部市は市名の由来と

なった小矢部川が市域を東

西に二分するように流れ、

西は「源平合戦火牛の計」
くりか ら

で知られる倶利伽羅山をは

じめとする丘陵が連なり、

東には平野部が広がる。

この平野部では、屋敷林

に囲まれた住居が水田に

点在する独特の景観が見ら

れ、住居は 「あずまだち」

と呼ばれる漆喰の白壁に柱

と貫が映える美しい外観と

風格を持つ。

また、丘陵地帯ではかつ

て杉の植林が盛んであ 2、

特に市北部の宮島地区で

は「宮島杉」の名で知られ、

まっすぐにのびた円錐形の

杉が丘陵斜面に規則的に立

ち並ぶ美しい景観が見られ

る。「宮島杉」は市の木に

も指定されている。

小矢部市教育委員会文化スポーツ課担当：高木場

TEL: 0766-67-1760内線 (525・526) FAX: 0766-67-3154 

E-Mail : bunspo@city.oyabe.toyamaJp 
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1 :::平：扁：蔽村 I 

・文化的景観の概要

富山県の西部に広がる砺波
しょ うがわ

平野は、．`庄川の形成した広大

な扇状地である。その全域に

わたって水田と屋敷林に囲ま

れた家屋が 100~150mの
間隔で点在する国内最大規模

の散村景観を形成する。散村

の広がりは、砺波市を中心

に、南砺市、小矢部市、高岡

市南部におよんでいる (220

畑，7000戸）。このような景

観は中世末から近世初頭にか

けて、平野部の微高地に入植

した農民が自宅の周囲を開墾

し農地としたことで形成され

てきたという。

「カイニョ」と呼ばれる屋

敷林は、強風や寒気、風雪あ

～るいは夏の日射しなどの厳し

い気象環境を緩和し、かつて

は燃料、建築用材、薬草など

の需給を目的としていたが、

一年中日陰となって好ましく

ないとか、大量の落葉の処理

や高木の枝打ち、下草の除草

など維持管理の負担が大きく

て、現在の生活様式の変化な

どにより砺波地方でも急速に

減少してきている。

・現在の取り組み

現在は、砺波平野の散居村

の広がる景観を生かした地域

づくりが注目されるようにな

り、砺波平野の長い歴史と風

士の中で育まれた小さな森で

ある屋敷林を守って、次の世

代に伝えていぐため、 骨散居景

観保全事業を支援して行って

いる。

平成 16年 11月「散居景

観保全要綱」、「散居景観保全

事業補助要綱」を定めた。

12 

散居村夕焼け

屋敷林 （カイニョ ）

南砺市教育委員会文化課担当：山本

TEL: 0763-23-2014 FAX: 0763-82-5101 

E-Mail : yamamoto.etsushi@city.nanto.lg.jp 
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二 文化的景観 I 

旧城下町区域周辺航空写真

浅野川・友禅流し

うたつやま ’ こだつの

金沢は、卯辰山、小立野
てらまちだいち

合址、寺町台地の三つの丘

陵、台地とその間を流れる
さいがわ

犀川、履蔚]|1の両河川によ
り形成する自然地形を活か

し、国指定史跡「金沢城跡」

や特別名勝「兼六園」を中

心に、街路や用水など歴史

的な都市構造を今に伝えて

いる。

このような都市構造とと

もに、伝統的なまちなみ、

台地や丘陵上に展開する寺

院群など数々の文化遺産が

良好に保存されている。こ

れらの形ある遺産に加え

て、能楽をはじめ様々な伝

統芸能や友禅、金箔、漆芸

などの伝統工芸や産業技

術、茶の湯、和菓子などの

無形の遺産が市民の間に根

付いている。

これらの歴史 ・伝統 ・文

化を踏まえ、平成 19年度

より「城下町金沢の文化的

景観」の基礎調査に着手し

た。調査の結果、藩政期

の都市計画に基づき形成

された土地利用を概ね継承

し、全国で先駆けて制定し

た景観条例により良好な都

市景観が形成されているこ

とや、伝統文化が市民生活

に根付き、継承されている

ことを把握することができ

た。

今年度、晶礎調査結果に

基づき重要文化的景観選定

候補区域の詳細調査ならび

に保存計画の策定を行う予

定である。

金沢市歴史遺産保存部歴史建造物整備課 担当 ： 浅川・ 中谷 • 福塚
TEL: 076-220-2310 FAX: 076-224-5046 

E-Mail : rekiken@city.kanazawa.ishikawaJp 
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;#;：（：面 I

こしの

福井市越廼地区は福井県北

西部に位置し、日本海に面す

る。地区の多くは山地で、海

岸線近くまで斜面が迫る地形

となっている。このような地

形を利用して水仙が栽培され

ている。冬になると海岸沿い

の斜面に白い水仙の花が咲き

誇り、独特の景観を創出して

いる。

越前における水仙について
いんりょうけん

は、室町時代の記録 『蔭涼軒
にちろく

日録』に越前国府の妙法寺か
しょうこくじ

ら京都の相国寺を経て、将軍

家に毎年水仙が献上されたと

の記録が残っており、この時

期にはすでに越前で水仙の栽

培が行われた可能性が窺え

・る。

ー 現在では、地区における主

要な農業生産物となってお

り、「越前水仙」のブランド

名で切り花として主に中京 ・

関西方面に出荷されている。

機械化やモノレール、農道の

整備等により省力化を進めて

いるが、栽培者の高齢化が進

んでいるのが現状である。

越前水仙畑は現在福井市指

定文化財に指定されており、

昨年度、本市では景観基本計

画を策定した。今後水仙畑の

調査を進める予定である。

14 

越前水仙畑

越前水仙畑と集落

福井市教育委員会事務局文化課 担当：青山 ・浅岡 ・白嶋

TEL : 0776-20-5367 FAX : 0776-20-5670 

E-Mail : bunka@city.fukui.lgjp 
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標高差約 175m に 468枚の石積みの棚田が連なる

一般公募による棚田稲刈り体験

市街地北西部の中野方町

にあります，南東面する急

斜面に拓けた石積みの棚田

で、地区の中央には坂折川

が流れ、最高部約 621rn、

最低部約 446rnの間に 468

枚があります。今から 400

年ほど前から築かれ始め、

明治時代初期に、ほぼ現在

の形が出来上がったとされ

ています。平成 11年 7月
に農林水産省 『日本の棚田

百選』認定、平成 15年に

第 9回全国棚田（千枚田）

サミッ トを開催しました。

整備や保全は、早稲田大

学の中島峰広教授を委員長

に、地元農家、自治会、学

識経験者からなる検討委員

会から答申された「恵那市

坂折地区の棚田に関する整

備 ・保全構想」を踏まえ、

地区の地形条件や農家の意

向を基本に 4つのエリアに

区分して各種の整備事業を

実施 しました。また、地元

の保存会による都市住民と

生産者の交流の場と して稲

刈り体験ツアーの開催や棚

田米を原料にした銘酒「黒

鍬」の販売、地元農業高校

の保全活動、地元小学校全

校児童による田植え等の体

験学習なども行っています。

本年度から、市の景観計

画の策定作業がスタート し、

これと足並みをそろえて、

まずは文化的景観の保存対

策調査に取り組むことにな

りました。 ｀ 

恵那市教育委員会文化課担当：伊藤

TEL: 0573-43-2112 FAX: 0573-43-4137 

E-Mail : hideaki_itou@office.city.ena.gifu.jp 
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岐阜県岐阜市

なからかわりゅういキ

長良川流域の文化的景観

長良｝I|流域で行われる「鵜

飼」は、遅くとも近世以来の

伝統的な川漁技術を継承して

いる岐阜の風土に根ざした伝

統文化である。かつて各地で

行われていた鵜飼漁を当地が

残し得たのは、鵜飼漁に携わ

る人々、時の為政者、鵜飼を

愛でてきた人々等が一体と

なって鵜飼文化を守り伝えて

来たからである。漁場である

長良川、鵜匠も住まい『篇に
て い が い ち

して栄えた両岸の堤外地、都

市形成の骨格となった旧城下

町、鵜飼の借景となり歴史の
きんかざん

舞台となって金華山など、さ

まざまな顔を持つ長良川流域

の文化的景観は、相互の有機

的な結び付きのなかで岐阜ら

ー しさを表出している。

市では、「魅カアップ！鵜

飼文化再発見事業」を展開す

る中で、昨年度「長良川流域

の文化的景観検討委員会」を

設置。将来の重要文化的景観

の選定の申出に向けて、保存

調査の対象範囲や調査項目を

検討し、本年度、保存調査を

実施し、保存計画の方向性を

導き出す予定である。一方で

は、昨年度景観のマスタープ

ランとなる新たな「景観基本

計画」を定め、本年度景観計

画の策定を予定している。市

全域を景観計画区域とし、さ

らに景観計画重要地域を設け

て、より細やかな景観施策を

施すことにしている。文化

的景観との関係については、

保存調査の実施、保存計画の

策定を経て景観計画の追加や

変更を考えている。

16 
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川原町界隈

金華山の麓には、堤外地としては全国的にも稀な大規模な集落が形成されている。

左岸の川原町は近世、近代を通じて、材木、紙等の水運で栄えた川湊として発展し、

今も歴史的町並みを残す。

長良川鵜飼

鵜飼のクライマックスを飾る総がらみ。

6艘の鵜舟が川幅いっぱいに並び、一斉に漁をしながら進む。

貴人に敬意を表すためにおこなったといわれる。

岐阜市教育委員会社会教育課 担当：横田 ・古山

TEL : 058-265-4141（内線6357) FAX: 058-265-4333 

E-Mail : ky-shakai@city.gifu.gifujp 
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二ごバイク製造工場群 I 

浜松の楽器工場群

市内Y社のピアノ等楽器製造工場

初期型グランドピアノ

楽器工場群で製造された製品のうち、

明治 35(1902)年3月以前に製造されたグランドピアノ (Y社製）

文化庁記念物課文化的景観

部門により平成 17年度から

進められていた「採掘・製造、

流通・往来及び居住に関連す

る文化的景観の保護に関する

調査研究」の重要地域に選択

され、大規模工場等製造業施

設が立ち並ぶ産業地の景観も

文化財となりうる（文化財と

しての保護対象が拡大してい

る）ことを当該企業及び景観

行政に関係する市役所各部課

ヘ周知した。

しかしながら、製造業も郊

外化の影響を受け既存の工業

地帯からの移転が相次いでお

り、当該景観の維持が困難な

状況になりつつある。(ex．楽

器工場：Y社の郊外移転計画、

バイク工場： H社の熊本移転

（済））

そのため、浜松市では商江

部に企業立地推進課を新設

し、総務部東京事務所等関係

各部課が連携し既存工業地帯

の空洞化を防ぐための新産業

創出や新たな企業誘致を積極

的に進めている。（※市の産

業政策所管課が担当してお

り、文化財行政所管課独自の

取り組みではない。）

浜松市役所生活文化部文化財担当課担当：戸田

TEL: 053-457-2466 FAX: 053-457-2563 

E-Mail : bunkazai@city.hamamatsu.shizuokaJp 
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重要文化的景観

I二ニ．§□な内の水辺景観 I 

「高島市海津・西浜・知内

の水辺景観」は、昔ながらの

港町、宿場町、漁村としての

面影を残す琵琶湖北西端の

湖岸一帯で、平成 20年3月

28日に国の重要文化的景観

に選定された。湖岸には、江

戸時代中期に築かれた波除の

ための石積みが約1.2kmにわ

たって続き、この地区の特徴

的な景観を作り出している。

歴史的には、陸上および湖上

交通の拠点として発展した場

所で、現在も地区内には、宿

場町・港町をしのばせる町並

みや、琵琶湖と内湖を結ぶ水

路の跡などが残っている。ま

た区域内の湖岸や河川では古

るから琵琶湖固有の漁業が行

われており、現在もエリ・ヤ

ナなどに代表される漁業景観

が残されている。今後は、選

定区域の景観を良好な形で保

存継承していくことを目指

し、まちづくり協議会等の地

域の力で、重要景観構成要素

の修理・修景や、文化的景観

を活用した地域づくりを検討

していく。また、高島市では、

市域の湖岸一帯の景観保全を
しんあさひちょうはりえ

目指し、今後、新旭町針江地
おおみぞじょう

区周辺や勝野・大溝城遺跡周

辺を拠点に、水辺の文化的景

観の保存・活用を進める。
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高島市海津・西浜・知内の水辺景観

"、→●デ窯高紀｀
＼ 和 1

針江大川周辺

高島市教育委員会事務局文化財課 担当：小島 ・山本 ・岸本

TEL: 0740-32-4467 FAX: 0740-32-3568 

E-Mail : bunnkazai@city.takashima.shiga.lg.jp 
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重要文化的景観

1 :賀5:}□；：打水郷 I 

水路・ヨシ地・農地・集落・里山が連なる複合景観

重要文化的景観「近江八幡の水郷」船上見学会

平成 18年 1月に重要文化

的景観第 1号として選定され

た「近江八幡の水郷」は、ヨ

シ地 ・水路 ・農地・集落・里

山から成る景観である。当初

の選定区域はヨシ地と水路の

みだったが、 7月に集落部分

が追加選定され、 12月に全

国初となる景観農業振興地域

整備計画を策定し、平成 19
年5月には農地と里山を追加

選定する答申が出された。農

地と里山が追加されることに

より、「近江八幡の水郷」は

複合景観として選定されるこ

ととなる。

選定範囲の拡大を行う一方

で、近江八幡市では、次の世

代を担う子ども達に自分達の

ふるさとの素晴らしさを知っ

てもらうため、平成 18年 8`

月に小学6年生を対象とじた

「近江八幡の水郷」船上見学

会を実施した。また、重要文

化的景観の形成に重要な家屋

の修理事業を実施した。

民間では水郷地帯に唯一残
ごんざ

存する島状の水田「権座地区」

で11月に「権座水郷コンサー

ト」が行われるなど、文化芸

術の視点から水郷を捉えた行

事も開催された。

今後は、集落や河川の整備

計画を策定し、それに沿った

，、／整備事業を展開して行く必要

がある。また、以前からの懸

案であるが、ヨシ産業の衰退

に伴うヨシ地の荒廃を食い止

める仕組みの構築が最も重要

な課題である。 ｀ 

近江八幡市協働政策部地域文化課 担当：奈良

TEL : 07 48-36-5529 FAX : 07 48-32-5032 

E-Mail : 048200@ciり．omihachiman.lg_jp
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I :：□：：：まち 宇治の文化的景観（仮称） I 

おうばく

宇治地区、黄槃地区、白川

地区の 3地区に分け、平成

20年 7月31日に宇治地区

を一次申出するべく現在取り

組んでいる。宇治地区は、宇

治橋周辺の宇治川両岸で、世
うじがみじんじゃ

界遺産平等院、宇治上神社が

あり、平安時代藤原氏によっ

て造られた計画都市である。

近世以降、茶師屋敷が建ち並

び、現在でも茶店舗と古い民

家が建ち並んでいる。近年マ

ンション建設や家屋の建替え

等により、昔からの町並が崩

れようとしており、伝統的な

歴史的景観の消失が懸念され

る。黄梁地区は初めて宇治に

茶が伝わった伝承地と共に、

煎茶文化の発祥地として、白
ふじわらのよりみち かんし

』|1地区は藤原頼通の娘寛子が
しらかわこんじきいん

建立した白川金色院の遺跡と

茶畑や製茶工場がある宇治に

残る里山景観と して、宇治の

茶文化を構成する要素として

選定する。昨年度から、地元

説明会、連続フォーラムを開

催し、住民周知を図り、選定

に向け識者を中心に検討委員

会を行い、文化的景観の検討

を行った。
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宇治橋から宇治川上流を眺める

白川の覆下茶園

宇治市教育委員会歴史資料館 担当 ：杉本 ・谷澤

TEL: 0774-39-9260 FAX: 0774-39-9261 

E-Mail : shiryoukan@city.uji.kyoto.jp 
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Iコニ：的景観 I 

いぬなきやま

大木地区の耕地（犬鳴山を望む）

＼
 

日根荘の文化的景観は、
おおぎ っちまる

泉佐野市大木・土丸・日根

野地区の日根荘遺跡とそれ

に関連する地域の文化的景

観を対象としています。日

根荘は鎌倉時代から戦国時

代にかけて続いた九条家の

荘園で、現地に当時の様子

を紡彿とさせる景観が残さ

れていることから全国的に

も著名な中世荘園で、寺社

やため池用水路等 15箇所が

国史跡に指定されています。

文化的景観の対象地区に

は和泉山脈の豊かな自然環

境のもとで、里山・耕地・

川池・ 集落等豊かな農村景

観が広がり、それに溶け込

むように日根荘遺跡が点在

し、独特の荘園の景観を構

成しています。

日根荘の文化的景観の保

存と活用に向けて、平成 18

年度に日根荘の文化的景観

保存活用検討委員会を設置

し、山間盆地の大木・土丸

地区を対象に景観調査を実

施しました。平成 20年度か

ら保存計画の策定へと取り

組みを進めています。

日根荘遺跡（長福寺跡）と周辺景観

泉佐野市教育委員会社会教育課担当 ：東原 ・馬渕

TEL : 072-463-1212内線 (2324)FAX : 072-469-5267 

E-Mail : kagayaki 1 @city.izumisnao.!g.jp 
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一

:庫:~:市』 I
平成 1:9年に、生野銀山開

坑 1200年を記念してイベン

トや記念事業などが行われ、

鉱山町としての特徴を活かし

たまちづくりが展開された。

また、経済産業省によって「我

が国鉱業近代化のモデルと

なった生野鉱山などにおける

鉱業の歩みを物語る近代化産

業遺産群」として、「近代化

産業遺産群33」のひとつに

認定された。

このほか、 「鉱石の道」鉱

山見学ツアーや「銀の馬車道」

プロジェクトとして、周辺地

域の鉱山関連施設などと一体

となった様々な連携交流事業

が展開されている。

ー 平成 20年には、「近代化

遺産を活かしたまちづくりシ

ンポジウム」を開催し、鈴木

調査官の「鉱山の文化的景観

とまちづくり」と題した基調

講演をはじめとするディス

カッションが展開された。ま

た、生野鉱山を中心とする

「朝来市の近代化遺産調査報

告書」や記録映像DVD「生

野鉱山」を発行するとともに、

重要文化的景観の選定を視野

に入れた 「生野鉱山群近代化 戸

遺産 ・保存活用基本方針」を

策定し、朝来市として生野鉱

山の文化的景観や近代化遺産

などを積極的に保存活用する

方針を打ち出した。 ず

今後も、文化的景観の調査

や啓発活動を進め、保存計画

を策定していくこととしてい

る。
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トロッコ道と市川

{’A 

鉱山と社宅

朝来市教育委員会社会教育課 担当：宮崎

TEL: 079-677-2116 FAX: 079-677-1513 

E-Mail : miyazaki-takashi@city.asago.hyogo.jp 
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二：：：也群 I 

稲美町の空撮写真
（平成2年 10月21日撮影）

天満大池の秋祭り（第1回写真コンテスト 特選受賞作品）

文化庁モデル事業として

平成 18年3月に保存計画

書を9作成したが、その後の

取組みについては、現在ま

で具体的な形では進捗して

いない。

保存計画書作成した時点

では、独自の景観条例を有

する県都市計画部局が景観

法を活用した施策には積極

的ではなかったが、県教委

を通じて協議している。

平成 18年度から「残 し

たい稲美町の風景写真コン

iテスト」で“ため池群の顔

となる風景 ’'を公募 （今年

度で3回目）し、この地域

に独特な文化的景観の意蛛

を理解してもらう取組み．を

続けている。

稲美町教育委員会歴教育政策部文化課

担当：萬永•藤戸 TEL/FAX : 079-492-3770 

E-Mail : bunkanomori@town.l'ly_()_g~g_Jp_ 
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1 ：ニロ：る年）i流域の文化的景観 I 

．． 

梼原町は高知県の西北部、

愛媛県境に接し、清流四万十

川の最上流部に位置し、梼原
きたかわがわ しまがわがわ

川、北川川、四万川川の3支

流が貫流しています。古くか

ら伊予との交流も盛んで、津

野山文化といわれるこの地域

独特の文化を形成してきまし

た。地形は急峻で四国山地に

抱かれた傾斜地が多く、河川

沿いに棚田や小規模な集落が

点在しています。それぞれの

河川には沈下橋や木橋が掛か

り、流域に広がる田畑は近隣

の河川で採取された大小の自

然石を積み上げた石垣により

維持されてきました。

地域の生活はまた、全面積

CJ) 91％を占める森林と切り
離しては考えられず、南国に

ありながら冬季には数十cm
の積雪を見る厳しい自然環境

の中で、古来から農 ・林産物

の複合経営により生業をたて

てきました。しかし、過疎化

や高齢化により、田畑や山林

は荒廃の一途をたどってお

り、人々の生活も大きく変わ

ろうとしています。

この優れた山々の緑、渓谷

の清らかな流れと農山村の持

つやすらぎや人々の素朴なも

てなし精神を活かし、歴史と

文化の香り漂う町づくりを目

指し、 一見過ごしてしまいが

ちな四万十川流域の宝を国民

共有の財産として守り育て、

後世に引継ぎ地域の発展へと

つなげてゆき店いものです。

四万十川流域の5市町の連
携により本年度、重要文化的

景観の選定の申出をするべ

く、目下最終段階の準備を進

めているところです。
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四万十川支流梼原川

かんざいこ

神在居の千枚田

梼原町教育委員会生涯学習課 担当：伊藤

TEL: 0889-65-1111 FAX: 0889-65-0956 

E-Mail : K-ITO@star.town.yusuhara.kochiJp 
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重要文化的景観

1 :ク~~；1<す：争：：段薙 I 

漁船と段畑

●概要

リアス式海岸沿岸地で江戸

時代から昭和 40年代まで続

いた半農（畑作）半漁（イワ

シ漁）の独特の生活文化を色

濃く残す景観。

●取り組み状況と課題

平成 11年度に名勝を目指

すが停滞。平成 16~17年度

の文化庁モデル事業にて文化

的景観へ転換。平成 18年度

に景観計画と並行して、文化

的景観の保存管理計画を策

定。約 166haの文化的景観

の区域（＝景観計画区域）を

定め、第 1次の重要文化的景

観範囲として畑地を中心とし

た約 8.3haを43所有者（県・

市・自治会・個人）から同意

写真石崎幸治 を得て、選定に至る。昨年

10月には選定記念のフォ＝

ラムを開催、 180名余りV)

参加を得た。今年度から農林

水産省の 『農山漁村活性化プ

ロジェク ト』を活用、畑地復

旧 (0.8ha）と交流施設建設

(136rrl)に着手している。

地元住民で構成する NPO
法人 『段畑を守ろう会』は、

酒造会社と提携しジャガイモ

焼酎開発に成功。原料に規格

外品を扱うことで耕作者への

経済的支援となり、段畑維持

の一助となっている。

選定後 1年が経過したが、

現状維持に留まり、 景観向上

に対する取り組みや追加選定

は進展していないことから、

海面や住宅区域を貪む集落全

体を視野においた景観 ・環境

保全について、地元住民との

座談会やワークショップを今

秋から再開する。

宇和島市教育委員会文化課 担当： 梅村 ・廣瀬

TEL: 0895-49-7033 FAX: 0895-22-5058 

E-Mail : bunka@ci!Y.uwajima.lgJP 
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重要文化的景観

ニニ 1 
「小鹿田焼の里」は、日田

おのがわ

市北部の小野川上流に位置
さらやま

し、窯業を主とする皿山地区
いけのつる

と農業を主とする池ノ鶴地区

の二つの集落で構成されてい
やばひた

る。ほぼ全域が 「耶馬日田
ひこさん

英彦山国定公園（昭和 25年

指定）」により保護されてき

た地域でもある。両地区は、

大浦川及び五色谷川が形成し

た紺蔭な谷地に集落を形成

し、水 ・土 ・木といった自然

の恵みに育まれた景観地で、

これまでも地域資源を巧みに

利用した生活•生業が営 ま

れ今日に至っている。今年 3

月、当地における生活 • 生業

の在り方を顕著に示す地域と

もて、重要文化的景観の選定

ーを受けた。

今後は、選定を受けた集落

景観区域の周辺に調査を広

げ、里山を含む山林景観区域

についても文化的景観として

価値付けを行う予定である。

現在の課題は、池ノ鶴地区

における棚田の維持管理の問

題である。一部の棚田では既

に石積みが老朽化して水漏れ

が生じるなど、今後は崩壊の

恐れもある。しかしながら、

石積みの補修には多額の費用

がかかるほか、職人の確保も

難しいため、容易に補修でき

ないのが現状である。また、

補修後の棚田の維持管理・後

継者問題など、課題が残る。

今後は、文化的景観を総合的

にマネジメン トする体制の整

備が急務であり、地域住民や

大学等と連携を図りながら組

織の構築を図りたい。
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小鹿田焼窯元の風景／皿山地区

棚田の風景／池ノ鶴地区

日田市教育庁文化財保護課 担当 ：水嶋 ・坂田・ 吉田・ 永瀬 ・宗野 ・原田

TEL: 0973-24-7171 FAX: 0973-24-7024 

E-Mail : bunka@city.hita.oitajp 
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重要文化的景観

I ;~；:り1:由 I

6月 早苗ウ ォーキングと高さ 8.Smの高石垣

7月 早苗の頃の棚田

おうちちょ う

佐賀県唐津市相知町に存

在する「蕨野の棚田」は、

尺紺葛（標高 763m)北麓

の5つの谷筋に造られた棚

田で、広大な急傾斜地に、約

36ha、691枚の棚田が現存

する。この「蕨野の棚田」は、

江戸後期より確認でき、石積

棟梁による石エの技術や「手

佃講」と称される、地区民に

よる伝統的な協働労働の精神

の工夫と努力が結集して創ら

れたものであり、現在の営農

や景観を存続させてきた大き

な要因となっている。

こうした景観構成要素の価

値を充分踏まえた上で、平成

16~17年度の文化的景観

の保存・活用事業により、「蕨

野の棚田」の基礎調査を行し＼

平成 18~19年度には、さ

まざまな景観構成要素に基づ

き、維持 ・管理に関する行為

制限や自主的な取決め等を定

める保存管理計画策定事業を

行い、平成20年 1月に 1次

申出を行い、同年5月に文化

審議会で答申がなされた。

また、蕨野地区の既存の団

体を中心に、保存管理を実践

していくための相談窓口やア

ドバイス機関としての新組織

である「蕨野の棚田保存会

（仮称）」（NPO法人格を想

定）を平成20年度中に立上

げ、景観法による景観整備機

構等の制度を活用し、より積

極的な活動を展開していくと

共に、地域全体の保存 ・管理

団体の組織化を図る。

唐津市教育委員会文化課 担当：黒田 ・草場

TEL: 0955-72-9171 FAX: 0955-72-9195 

E-Mail : kuroda-yuuichi@city.karatsu.lgjp 
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1 :：二：市生活景観 I 

①文化的景観の調査範囲

黒島に移住した潜伏キリシ

タンは島内各地に集落や墓地

を形成しているため基本的に

黒島島内での調査となる。

②文化的景観の特徴

黒島における潜伏キリシタ

ンの生活により形成された生

活環境と、信仰復活後の宗教

活動によって形成された景観

を、その背景となった自然環

境と一体のものとして評価す

る。

③ 調査項目

・刊行物の精査

・・石垣や家屋の構造調査

て古文書などの黒島に関する

古記録の調査

・防風林に囲まれた家屋や甘

藷畑の分布状態

・防風林の植物形成、潜伏キ

リシタンが植えたとされる

サザンカの分布状態

• 海岸部分から内陸にかけて

の土地利用の形態

・住民の景観認知（アンケー

ト、聞き取り）

以上、来年度の申請書提出に

向け調査予定

28 

黒島の文化的景観

黒島天主堂

佐世保市教育委員会社会教育課 担当：川内野・山口

TEL : 0956-24-1111内線 (3126) FAX: 0956-25-9682 

E-Mail : takashi.yamaguchi@city.sasebo.lgJp 
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1 :::~□化的景観（仮称） I 

外海 （出津）地区風景

視点場と して道の駅 「夕陽が丘そとめ」付近から見た

五島灘を望む旧出津救助院 ・出津教会周辺の景観。

国指定重要文化財 大野教会堂

大野地区の 26戸の信者のためにつくられた出津教会の巡回教会。

ド・ロ神父が設計・指導し、 1893年に完成。

外海地区は、キリシタン潜

伏と復活の歴史から生まれた

文化遺産や、独特の自然景観

を有しており、未来へ受け継

ぐべき貴重な財産といえる。

そこで、地域における景観の

特徴や価値を正しく評価し、

地域住民とともにその保存活

用策を検討し、活性化につな

げるため、重要文化的景観の

選定に向けて平成 20年度よ

り保存調査を行う。

さらには世界遺産登録への

有力な手がかりとしていく。

長崎市文化観光部文化財課担当：神近・豊

TEL: 095-829-1193 FAX: 095-829-1219 

E-Mail : bunkazaika@city.nagasaki.lgJp 
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重要文化的景観

1 :;tご：J百系合l,地の五韮 I 

平成19年度より国庫補助

を受け文化的景観保全活用事

業を実施。平成20年 1月に

重要文化的景観選定申出を行

なう。本事業の対象となるの

は、安政元～3年 (1854~

56)にかけて建設された国

指定重要文化財の通潤橋を含

めた農業灌漑施設である通潤

用水により、白糸台地一帯に

形成された棚田景観である。

主な景観特性として、通潤用

水建設事業を主とした歴史特

性、通潤用水内に生息する希

少種を含む水生生物相の自然

特性、用水建設に伴う土木技

術や用水路の伝統的維持管理

・システムなどの土木特性など

～が挙げられる。

文化的景観の主要な構成要

素となる通潤用水の改修事業

が並行して実施されている背

景もあり、重要文化的景観選

定申出を優先して取り組んだ

ため、景観保全や活用に関す

る住民レベルでの取組みが本

格化していくには、暫く期間

を要すると思われる。また具

体的な活用を模索するための

行政ー地域住民一各種団体等

からなる体制作りも汲々に取

り組むべき課題である。
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通潤用水下井手 10号水路付近の棚田景観
（平成 19年 10月撮影）

通潤用水下井手 12号水路付近の棚田景観
（杉の下に余水サブタがある。平成20年5月撮影）

山都町教育委員会生涯学習課 担当：西

TEL: 0967-72-0443 FAX: 0967-72-1081 

E-Mail : nishi.yoshinobu@town.kumamoto-yamato.lg.jp 
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1 :：二：：観と天社の農村景観 I 

崎津の入江

崎津はフロイスの「日本史」などにも記述が見られる、東シナ海が荒れたときの風待ちの入江である。

庄屋役宅跡に建立された崎津教会が集落の中央に位置する。

大江の里
大江は東シナ海に面する風光明媚な西海岸に位置し、九州西岸に見られる変成岩で積まれた段畑が点在する。

隠れキリシタンにまつわる伝承や史跡が残るキリシタンの里でもある。

よう か くわん

東シナ海に面する羊角湾の

入江で、古来より良港として

知られる崎津は、竹製の「カ

ケ」と呼ばれる民家裏の船

着場兼作業場が見られる典

型的な漁業集落である。ま

た、 16世紀後半のキリスト

教伝来よりキリシタンの里で

あり、集落の中心には昭和9

年建立の崎津教会が位置し、

入江全体に静謡な雰囲気を醸

し出している。

昨年度から土地利用や自

然、社会・民俗等の保存調査

を開始しており、本年度は引

き続き調査を実施する。その

調査内容を碁に「天草市文化

的景観学術検討会」において、

景観の価値付けや保存計画四

容について検討する。また、

隣接する大江の農村景観につ

いても保存調査に着手する。

本市では本年度中に景観行

政団体へ移行する予定であ

る。このため、「景観」によ

る町づくり講演会の開催や、

区単位の座談会を実施し、「景

観」に対する意識や市の取り

組みについて、地元住民の理

解を深める活動を行ってい

る。今後、より一層の努力と

保存計画等に理解が得られる

ような住民との協働作業が必

要である。

天草市教育委員会文化課 担当：平田 ・濱

TEL : 0969-32-6784 FAX : 0969-24-27 44 

E-Mail : hama-shi@city.amakusa.lgJp 
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． 文化的景観地区連絡協議会とは
かつて私たちは物豊かに暮らすことが近代的であるとひたすら信じ、生産性の向上という美名の

下、多くの貴重な景観を傷つけて失ってきました。

私たちはこの過去への反省に立ち、美しい景観を保存 ・活用することを求められているのでは

ないでしょうか。

現在、重要文化的景観が文化財の一つとして位置づけられましたが、その保護の取組みは始まっ

たばがりであります。

本協議会は文化的景観の保存に関する各種の課題を共通認識と しつつ、相互に情報交換を行い

課題解決に取組み、地域の住民と連携し、文化的景観のあるべき姿の構築のための先導的役割を

果たすことを目的としています。

全国文化的景観地区連絡協議会
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＿ 全国文化的景観地区連絡協議会規約

（名称）
第 1条 本会は全国文化的景観地区連絡協議会：略称「文景協」（以
下 「協議会」という。）という。
（目的）
第 2条協議会は、加盟する自治体が協同して文化的景観の保存
整備に関する調査研究、施策の推進並びに情報交換を行い、
もって文化的景観をはぐくみ地域住民の生活と文化の向上
に資することを目的とする。
（組織）
第3条 協議会は、原則として重要文化的景観選定地区を有する
自治体及びその選定を目指している自治体をもって組織す
る。
2 趣旨に賛同する都道府県は、特別会員として加盟するこ
とができる。

（事務所の所在地）
第4条協議会の事務所は、会長自治体に置く。
（役員）
第5条協議会に次の役員を置く。

会長 1名 ず

副会長若干名
理事若干名
監事 2名

2‘役員は、会員の互選により選任する。
3 役員の任期は 2年とする。ただし再任を妨げない。
4 役員は、その任期が満了したときにおいても、後任者が
就任するまでの間は、その任務を行うこととする。
5 必要に応じ、協議会に顧問及び参与を置くことができる。
6 顧問及び参与は、会長が委嘱する。

（役員の任務）
第6条 会長は協議会を代表し、その会務を総理する。
2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務
を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は協議会の計画並びに運営に関することを審議す
る。
4 監事は、会計その他の事務を監査する。
5 顧問及び参与は、会議に出席して意見を述べることがで

（会議茫°
第7条 協議会の会議は総会並びに役員会とする。
2 会議は会長が招集し、会議の議長は会長がこれを行う。
3 計画、予算並びに規約の改正は総会の議決事項とする。
（委員会の設置）
第8条 必要に応じ、協議会に委員会をおくことができる。
2 委員は、会員の中から役員会の承認を得て会長が選任す
る。
3 委員会は、委員長 1名並びに委員若干名により構成する。
4 委員は役員会に出席し、意見を述べることができる。
（経費）
第9条 協議会の運営に要する経費は、加盟自治体の負担とする。
負担金の額及び負担方法は、役員会において策定し、総会
の承認を得るものとする。
（事務局）
第 10条 事務局は会長が指名する。
（その他）
第 11条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は会長が定
める。

附則
この規約は、平成 18年7月 18日から適用する。
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